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著者の本国フ ラ ンスで、 1992年にガリ マー ル社から出版 さ れた本書は、 原題を 『一 

つの殺人、 一つの社会一オルレア ン侯の暗殺、 1407年11月23 日一』 と する。 内容は大

き く 二部構成 と な っ て い るが、 さ ら にそこ に序 と エ ピロ ー グが加わる。

まず序では、 小説仕立てに1407年11月23 日のオルレア ン大公の暗殺が描写さ れる。 

ついで、 その犯人搜 し の模様と、 真犯人が時の大権力者 ブルゴーニ ユ大公であ ったこ

と、 こ の出来事に対する同時代人た ちの事件の捉え方 を紹介する。 そし て、 こ れが

「ま こ と にフ ラ ンス史上の重大事件の一つである」 と受け と められているこ と を、 読

者に認識 さ せるので あ る。

本文にあた る第 I 部 と 第 II 部は、 なぜこ の事件が、 フ ラ ンス史上に爪あ と を残すま

での重大事件にあたるのか、 二方向から立証 さ れてい く 。 各部の章立ては以下の通り
ヒ エ ラ ルキ ー

である。 第 I 部 「社会の相貌」 は、 第 1 章 「社会のイ メ ージ」、 第 2 章 「身分の階梯」、

第 3 章 「秩序」、 第 4 章 「無秩序」、 第 5 章 「緩和の手段」 からなり、 第n 部 「謀殺と

その帰趨」 は、 第 6 章 「事件の横顔」、 第 7 章 「緊張 (1400-1406年)」、 第8 章 「謀

殺 (1407年)」、 第9 章 「大嵐 (1408-1415年)」、 第10章 「論争 (1413-1416年)」、 第

11章 「復警 (1415-1419年)」 からなる。

まず、 第 1 部では、 可視化 さ れた社会の検証に重きがおかれる。 要は、 こ の時代の

「社会のイ メ ー ジ」 を身分 と秩序の観念と実態に軸をおいて描き だ し、 各人が社会か

ら得て いたイ メ ー ジこ そが人々の運命 と 切 り 離せない も のと な る、 と の論が展開 さ れ

てい く 。 著者 グネが強調す るのは、 秩序 に基づいた社会イ メ ー ジに もかかわ らず、 現

実 には無秩序 と遭遇 し た人 々が、 「 ひと を襲 う 思いがけ な い出来事」 や 「 ひと を打 ち

のめす予期せぬ偶然」 を、 「運 ( フ オル ト ウーナ)」 のなす業 と 捉えていた と い う 事実
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である。 14世紀末、 フ オル ト ウー ナの活動はいた る と こ ろ で日 に さ れた。 ペ ス ト の蔓

延 し かり、 ポワテ イエ の戦の敗北 し かり 、 シ ヤルル 6 世の狂気 し かり で あ る。 さ ら に

15世紀か らは、 フ オル ト ウーナは 「人間の罪 を罰す る よ う 働 く 」 と す る考え方が支配

的 と な って く る。 「非運 を罪、 それも と り わけ傲慢の罪に対す る罰」 と みなすよ う に、

人々の心性が変化 していく のである。

罪 と深 く 結びついた暴力 も社会イ メ ージにそ ぐわない現実であり ながら、 社会には

蔓延 していた。 それを抑止する手段と し て、 司法、 同盟、 誓約が培われて く る。 それ

らに背 く こ と は罪で あ り、 罰 を科 さ れる と い う 原理であ ったが、 それらが効力 を発 し

ない こ と は現実 には珍 し いこ と ではなか った。 そこ で フ オル ト ウーナに ご登場 を願 う

ので あ る。 正 し く 裁き を行い、 非運 と い う 罰 を与 え る フ オル ト ウーナは、 その時代の

多 く の人にと って、 正義、 理性、 改革の最後の希望と なるにいたる。

以上が第 1 部で描写さ れた、 1407年の事件の背景にある社会模様である。 秩序 と平

和が強 く 求め られていたに もかかわらず、 現実は不安定な基盤の上に成 り 立 っていた。 

それゆえ に、 日本風にいえば 「盛者必衰の理」 を待 ち望む空気があ っ た と いえ よ う。 

そ し て前王の息子で あり、 現国王のただ一人の弟オル レ ア ン大公は盛者のイ メ ー ジそ

の も ので あ っ た。

第 2 部では、 こ の殺人事件をめぐ る論争の追及力おこ なわれる。 暗殺の正当化が可

能か どう か、 そ し て こ の殺人か ら も う一つの殺人 ( モ ン ト ロ ーの暗殺) へと いきつ く

過程を描き だす。 前半の第 6 ~ 第 8 章では、 オルレア ン大公と ブルゴーニ ュ大公の生

まれや性格、 姻戚関係、 さ らにはシヤルル 6 世の健康状態に鑑みて発布 さ れた摂政政

治に関す る王令、 大学人た ちや高等法院を も巻き込んでの教皇への 「服従撤回」 と

「撤回の回復」 の相反する立場等 を通 し て、 両大公の対立は避けがたい もので あ った

こ と が、 説得力 を も って描写 さ れる。 こ の対立は、 大公暗殺後 も、 オルレア ン大公暗

殺の解釈 をめ ぐ って、 オル レ ア ン派 と ブル ゴーニ ユ派の党派対立 と し て続 く こ と と な

る。 ジ ヤンヌ ・ タ ル ク にま つ わ る物語 で広 く 知 ら れる こ の両 派のいがみあ いは、 ジ ヤ

ンヌ登場以前からすでに激烈な様相を呈 し ていたこ と がこ こ か ら伺い知れる。

後半の第 9 ~ 第11章は、 オルレア ン大公暗殺の正当化をめぐ る論争が、 対立陣営の

利害関係 と か らめて提示 さ れる。 ブル ゴーニ ュ大公 を弁護 し たのは、 パ リ大学の花形

で あ り 神学博士 に し て神学部教授の ジ ヤン ・ プ テ イ で あ っ た。 「 オル レ ア ン大公は

「数あ る罪の中で も最大 の」 国王大逆罪 に値す る野心 を も って いた偕主 で あ ったため

死に値する。 偕主に裁き を与え るのは主権者である君主の役割で ある と 考え られて い

たが、 君主が それをお こ な う のが不可能で あ る場合は、 臣民 が国王 と 国家 を守 る ため

に偕主 を謀殺 し なけ ればな ら ない。 ゆえ に ブル ゴーニ ユ大公によ る オル レ ア ン大公の
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殺人は合法で あ る」 と す る論が展開 さ れた。 自論 を補強す る ために プ テ イ は、 いかに

オル レ ア ン大公が偕主 と 呼ばれる にふ さ わ し い人物で あ るか、 彼の貪欲な所有欲 と 野

心 を示 し てい く 。 プテ イの論こ そ 「 こ の時代の思想 と信念 と の最深部に分け入 るため」

の最良手段である、 と著者グネが指摘 し ているこ と も付け加えておこ う。

オル レア ン大公の死が正当であるこ と は人 々に受け入 れら れた。 いま や ブル ゴーニ ユ

大公が王国の主人 と 呼ぶにふ さ わ し い権威 を身 につけ た。 だがその基盤は脆弱な もの

であ った。 まず亡大公の妻力、 暗殺者に償いを させるこ と を目的に大公の死の正当化

への反論 をお こ な う。 弁論 をお こ な っ たのは、 ス リ ジーの修道院長 で あ っ た。 彼は プ

テ イの論に異 を唱え る こ と で、 オル レ ア ン大公の名誉回復のみな らず、 ブル ゴーニ ュ

大公こ そが罪人である と証明 し よ う と し た。 まず彼は、 オルレ ア ン大公は偕主ではな

か った と のべる。 ゆえに大公殺 し は、 殺人 で あり、 暗殺 を企て た ものは罪人 と な るの

である。 さ らに修道院長は、 ブル ゴーニ ュ大公の貪欲こ そがこ の殺人 を引き起こ し た、

と大公の罪 を証明 し よ う と す る。 す なわ ち ブル ゴーニ ユ大公は、 オル レ ア ン大公が王

国内に有 し ていた以上の権威 を望んだため、 同盟を踏みに じ り、 「貪欲と野心に動か

さ れて ブル ゴーニ ユ大公はかの謀殺に至 った」 ので あ る。 し か も自己弁護のため死者

の名誉 も冒流 し た。 謀殺の正当化は罪の擁護であり、 罪の擁護は神への反逆罪にあた

り、 已の罪の弁護は共通善への脅かし と なる。 大公は公然と自 らの罪を告白 し て、 改

悛 をす る必要がある、 と い う 結論で あ った。 こ れに対 し て、 ブル ゴーニ ュ大公は無視

を き めこ む。

オルレア ン大公の謀殺をめぐ っては、 引き続き法的、 政治的間題と し て議論が繰り

返 さ れた。 「下 々の者の声」 を代表す る ピエ ール ・ サル モ ンか らパ リ 大学総長 の ジ ヤ

ン ・ ジ ェ ル ソ ンま で 「王国の安定 と平和」 を求めて、 自論 を公に呈 し た。 ジ ェ ル ソ ン

は、 何よ り も ブル ゴーニ ユ大公は赦免 を求め るべき で あ る と 考え た。 大公は 「 どん な

形であれ赦免、 恩赦、 赦し を」 求めなかったため、 こ の 「正義の欠如」 が現在、 王国

を襲 って い る あ ら ゆる不幸 を引 き 起こ す源 と な っ て い るのだ。 そ う 考 え る ジ ェ ル ソ ン

は、 事件か ら 5 年た った1411年にプテ イ論への反論 を試み始める。 その論拠は明快で

ある。 プテ イ論は、 聖書の二大原理である 「汝殺すなかれ」 と 「汝偽 り を証するなか

れ」 に背いて いる ゆえ 「間違 って いた」 ので あ り、 さ ら には 「臣民た ちに不服従、 反

乱、 蜂起を勧め」、 結果と し て 「教会社会全体と政治社会全体の転覆に帰着する」 の

で あ っ た。 さ ら に ジ ェ ル ソ ンは、 こ の誤 り が公 に さ れたか ら には、 公 に訂正 す る必要

があ る と し て、 パ リ と コ ンス タ ンツ の公会議の場 で、 プ テ イ の主張 を断罪 す る よ う に

求める。 だがそこ で、 彼は予期せぬ反対にで く わし たので ある。

ジ ェ ル ソ ン派 と反 ジ ェ ル ソ ン派の対立の図式は、 単に見解の相違が問題 と な るので
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はない。 在俗聖職者 と 律修聖職者の対立、 托鉢修道士 と大学の聖職者関係のいがみあ

い、 神学者の世代間対立、 大学内での学部間の反日、 出身地への連帯意識の諸条件に

よ って も左右 さ れる。 だが、 つま る と こ ろ、 両陣営が相容れない最大の理由は、 ジ ェ

ルソ ン派が 「正義 と真理に基づ く 完璧な平和」 を究極的に求めたのに対 し て、 反 ジェ

ル ソ ン派は神学 と政治学 を区別 し て考えたこ と であ った。 反 ジ ェル ソ ン派にと っては、

「不完全で も ろい平和」 を守 るこ と だけが大切なので ある。 今、 政治的な平和 を脅か

す も のは プ テ イ の命題の中 にはな い。 ジ ェ ル ソ ンの発議 こ そが国の乱 れを引 き 起こ し

て い る、 と さ れた。 1400年代初頭の人々が戸惑 っ たのは、 ジ ェ ル ソ ン派が、 オルレ ア

ン大公の謀殺と い う所為の断罪を求めるこ と はせずに、 原理面か ら プテ イ を追及し、

断罪 を信仰に関す る裁判によ って引 き出 そ う と し た こ と で あ る。 い う な れば彼 らは、

非現実的な完璧な平和 を求めるよ り も、 「政治上の平和と い う、 それよ り は控えめだ

が、 息の詰 ま ら な い理想」 のほ う に多 く 共感 し たので あ る。 ジ ェ ル ソ ンの試 みは失敗

で あ っ た。

最終章と なる第11章は、 1415~ 1419年間のフ ラ ンスの状況が描かれる。 まずアザン

ク ー ルの大敗によ る王国の大混乱の様子と、 それに乗 じ て ブル ゴー ニ ユ大公が王国内

で存在感を増している状態が説明 される。 1418年、 ついに大公はパリ に入る。 だがこ

こ で再び、 1408年のジ ヤン ・ プテ イの証明が効力 を有 し始める。 すなわち、 国王大権

を脅かす ものは、 最悪の罪人で あ り、 僧主で ある。 平和 を救 う ために偕主は殺 さ れて

もよ い、 と する証明のこ と で ある。 王太子 と その顧問会は、 ブル ゴーニ ュ大公は死に

値する と判断 し た。 フ オル ト ウーナの車輪が一回転 し たので ある。

エ ピロ ーグで著者グネは、 モ ン ト ロ ー の殺人後の10年を、 王太子を筆頭に誰もが不

安 を感 じ、 疑念 と無力感に打 ちのめ さ れた フ ラ ンスの暗 い時代 と説明す る。 だが、 ブ

ルゴーニ ユ大公暗殺へ加担し た責任に王太子が対峙 し、 後悔し、 苦悩し た と き に ジヤ

ンヌ ・ タ ルク が登場す る ので あ る。 再 び、 フ オル ト ウーナの車輪が回転 し始 めた。 苦

し みの連鎖は断 ち切 ら れな く てはな ら ない。 同 じ轍 を踏むま い と、 シヤルル 7 世は改

悛をおこ な った。 1435年にアラ ス和平が締結 さ れる。

著者のグネは、 1407年にオルレ ア ン大公の謀殺力浮かび上がらせた王国の構造を示

しつつ、 こ の体験が新生 フ ラ ンスを生み出す原動力 と な った、 と結論づけ る。 一つの

殺人が一 つの社会 を その構造か ら露 にす る。 そ し て、 こ れはま た、 フ オル ト ウーナの

車輸の向き をかえ る術 を フ ラ ンス人が学ぶき か っけ と な った事件で も あ ったので あ る。

中世後期の複雑な党派対立を理解する う えで も、 本書は格好の手引書と なる。 対立

や反日 を生み出す社会構造 を明確に描いて く れているからである。 心性的な事柄で、

我 々日本人 には理解 し がたい と 思 われて い た こ と も、 「 フ オル ト ウー ナの車輪」 と い
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う 概念が 「盛者必衰の理」 や 「因果応報」 に近 し い考え方である と い う こ と を理解で

き れば、 興味はつき な い。 ま た、 訳が読みやすい と い う こ と も本書の特筆すべき点で

ある。 神学論争な ど難解な訳語に陥 り やすい箇所 も、 簡潔に訳 さ れてい るおかげで、

理解が助け られる。 訳者の力は大 き い。 ただ、 一点 だけ疑問に残 るのは、 なぜ due の

訳語に 「大公」 をあてたのかと い う こ と である。 おそ ら く 訳者は、 通常 due の単語に

あて られる 「公」 または 「侯」 では、 国王に匹敵する権力 を有していた王族出身の大

諸侯の威信を表明するには弱い と考え たのではないかと推察する。 その他の due 「公」

を名乗 る貴族 と の差別化 をはかる日的 も あ ったのか も し れない。 それで も 「善良公」

や 「無畏公」 な どは、 従来の 「公」 を使用 しているこ とから、 なお違和感は残 った。 

63 


